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(57)【要約】
　本発明は、１以上の低分子量ポリアルキレングリコール（ＬＭＷ－ＰＥＧ）と１以上の
高分子量ポリアルキレングリコール（ＨＭＷ－ＰＥＧ）を含む組成物であり、前記１以上
のＬＭＷ－ＰＥＧが分子量範囲２００から５００ドルトン、及び前記１以上のＨＭＷ－Ｐ
ＥＧが分子量範囲８０００から４５０００ドルトンである。かかる組成物は（摩擦低威厳
）シェービングローション又はコンドーム潤滑剤として使用可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上の低分子量ポリアルキレングリコール（ＬＭＷ－ＰＥＧ）と１以上の高分子量ポ
リアルキレングリコール（ＨＭＷ－ＰＥＧ）を含む組成物であり、前記１以上のＬＭＷ－
ＰＥＧが分子量範囲２００から５００ドルトン、及び前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧが分子
量範囲８０００から４５０００ドルトンである、組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の組成物であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧと前記１以上のＨＭＷ－
ＰＥＧとの重量比が、２：１から８：１の範囲である、組成物。
【請求項３】
　請求項１又は２のいずれか１項に記載の組成物であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧが
分子量範囲２００から４００ドルトンである、組成物。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の組成物であり、前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧが
分子量範囲３００００から４００００ドルトンである、組成物。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の組成物であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧと
前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧとの重量比が、３：１から５：１の範囲であり、前記１以上
のＬＭＷ－ＰＥＧが分子量範囲２００から４００ドルトンであり、前記１以上のＨＭＷ－
ＰＥＧが分子量範囲３００００から４００００ドルトンである、組成物。
【請求項６】
　容器であり、前記容器が：
　　請求項１に記載の組成物を含む容器容量、及び前記容器容量から前記組成物を分注す
るように構成されるディスペンサーを含む、容器。
【請求項７】
　請求項６に記載の容器であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧと前記１以上のＨＭＷ－Ｐ
ＥＧとの重量比が、２：１から８：１の範囲である、容器。
【請求項８】
　請求項６又は７のいずれか１項に記載の容器であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧが分
子量範囲２００から４００ドルトンである、容器。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか１項に記載の容器であり、前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧの分
子量範囲が、３００００から４００００ドルトンである、容器。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれか１項に記載の容器であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧと前
記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧとの重量比が、３：１から５：１の範囲であり、前記１以上の
ＬＭＷ－ＰＥＧが分子量範囲２００から４００ドルトンであり、前記１以上のＨＭＷ－Ｐ
ＥＧが分子量範囲３００００から４００００ドルトンである、容器。
【請求項１１】
　人毛シェービング装置であり、前記装置は：請求項６乃至１０のいずれか１項に記載の
容器を含み、前記装置と前記容器の前記ディスペンサーが、請求項１乃至５のいずれか１
項に記載の組成物を、前記人シェービング装置を用いてシェービングする際にユーザーの
皮膚に与えるように構成される、人毛シェービング装置。
【請求項１２】
　人毛シェービング装置であり、前記人毛シェービング装置が電気シェービング装置であ
る、人毛シェービング装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の組成物のシェービングローションとしての使用
。
【請求項１４】
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　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の組成物の摩擦低減シェービングローションとし
ての使用。
【請求項１５】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の組成物の、コンドーム潤滑剤としての使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリエチレングリコール組成物、かかるポリエチレングリコール組成物を含
む容器、かかる容器を含む人毛シェービング装置、さらに前記ポリエチレングリコール組
成物の前記使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルケアのための潤滑剤は当該技術分野で知られている。例えば、米国特許出願
公開２００８／２１０５８０号明細書には、ウオーミング潤滑組成物及びかかる組成物を
含むコンドーム製品が開示されている。
【０００３】
　さらに米国特許出願公開２００８／２１０５８０号明細書にはかかるコンドーム製品の
製造方法が開示されている。米国特許出願公開２００８／２１０５８０号明細書によると
、前記ウオーミング潤滑組成物には少なくとも約５０重量％のポリアルキレングリコール
成分を含み、好ましくは少なくとも２つの異なる分子量部分を含み、かつ有効量の粘性誘
導成分を含む。
【０００４】
　国際公開第２００９／０５１４８６号には、損傷皮膚の回復のため及び肌の潤いを改善
するための成分及び方法が開示されている。シェービング組成物、特にエマルジョンであ
って、揮発性炭化水素噴射剤を含む組成物が開示されている。揮発性の窒素塩基が、前記
皮膚修復特性を高めるために適用した後シェーブされる皮膚のｐＨを４から５の望ましい
値にするために前記シェービング組成物に導入されている。好ましくは前記シェービング
組成物はソープフリーであるが、アルカリ性ｐＨの範囲であって、ソープのシェービング
の効果及びｐＨ制御システムのスキンケアの効果を持つものである。国際公開第２００９
／０５１４８６号によるシェービング組成物は、シェーブ＆アフターシェーブ、デオドラ
ント＆シェーブ及びシャワー＆シェーブなどのツーインワン製品として使用され得る。
【０００５】
　さらに国際公開第２００８／１５０１５５号には、例えばシェービングの際にシェービ
ングフォーム又はシェービングジェルに代わる、シェービングのための組成物が開示され
る。これについて国際公開第２００８／１５０１５５号は、（ａ）５～２０％（ｗ／ｗ（
重量／重量））の１以上のベジタブルオイル；（ｂ）２０～５０％（ｗ／ｗ）の１以上の
炭素数１～４を持つ分岐又は分岐なし低級アルキル；（ｃ）１～１０％の１以上の構造提
供化合物；及び（ｄ）４０～６５％（ｗ／ｗ）の水を含む、組成物を提供する。さらに国
際公開第２００８／１５０１５５号は、シェービングの際に使用するためのかかる組成物
を調製するための方法が記載される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開２００８／２１０５８０号
【特許文献２】国際公開第２００９／０５１４８６号
【特許文献３】国際公開第２００８／１５０１５５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、ポリエチレングリコール組成物、かかるポリエチレングリコール組成物を含
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む容器、かかる容器を含む人毛シェービング装置、さらに前記ポリエチレングリコール組
成物の前記使用を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　シェービングの際の摩擦は刺激があり望ましくない。従って本発明の第１の側面はシェ
ービングの際に摩擦を低減することである。シェービングの際に摩擦を低減することは、
シェービング性能を改善するものであり、消費者に望まれる。通常のブレードシェーバー
は、付加的に滑り特性を与えるためにルブラストリップ（ｌｕｂｒａ　ｓｔｒｉｐｓ）を
適用することができる。前記カートリッジ及び皮膚の間の摩擦はさらに、液体添加物を用
いることで低減され得る。しかし、残念なことに気づく程度の摩擦低減を達成するために
必要な容量は非常に多い。
【０００９】
　本発明のさらなる側面は、この摩擦を低減することができるその他の組成物を提供する
。摩擦低減が強化されていることから、皮膚とシェーバーの間のあるレベルの摩擦を達成
するために必要な添加剤の量を低減することができる。このことは、ユーザーが、自分の
シェーバーに含まれる同じ量でより多い回数シェーブすることができ、かつ摩擦を感じな
いことを意味する。従って、本発明のさらなる側面は、前記（シェービング）組成物を含
ませるために必要となる容量を低減させることである。なを、本発明のさらなる側面は、
例えばチューブ内での詰まりを低減することである。
【００１０】
　次に、本発明はまた、人毛シェービング装置（特にブレードシェービング装置）などの
ために前記組成物を適用することに関する。従って本発明のさらなる側面は、従来の人毛
シェービング装置の１以上の欠点を緩和することのできる人毛シェービング装置を提供す
る。
【００１１】
　本発明は、前記問題を新規組成物（「添加剤」）により解決するものであり、前記新規
組成物は、気づく程度の摩擦低減を達成するために必要な添加剤の量を低減することがで
き、しかし同時にまたシェービング又はその他の動作の際にも摩擦を低減することができ
る。従って本発明は、１つの側面においてシェービングの際に使用され得る組成物を提供
する。
【００１２】
　本発明の具体的実施態様では、固体ポリアルキレングリコール（ＰＥＧ）粒子が液体Ｐ
ＥＧ溶液中に導入され、一方前記混合物はポンプ送り可能（例えばディスペンサーを介し
て）である。前記固体がユーザーの顔の水分と接触すると溶解され、摩擦が低減され得る
。（異なる）ＰＥＧ鎖をＰＥＧの溶液中に混合することは摩擦低減を与え；さらに前記添
加剤の凝集が制限される。従って前記組成物（本発明によるＰＥＧ組み合わせ、以下参照
）は例えばチューブ等に適用される。
【００１３】
　具体的実施態様では、本発明は、１以上の低分子量ポリエチレングリコール（ＬＭＷ－
ＰＥＧ）及び１以上の高分子量ポリエチレングリコール（ＨＭＷ－ＰＥＧ）を含み、前記
１以上のＬＭＷ－ＰＥＧが分子量範囲２００から５００ドルトンであり、前記１以上のＨ
ＭＷ－ＰＥＧが分子量範囲８０００から４５０００ドルトンである。かかるＰＥＧはまた
それぞれ、ＰＥＧ２００、ＰＥＧ５００、ＰＥＧ８０００及びＰＥＧ４５０００として示
され得る。これらの数字、２００、５００、８０００及び４５０００などは、ポリエチレ
ングリコールの分子量（ドルトン）を意味する。
【００１４】
　かかる組成物はポンプ可能である。かかる組成物はまた、チューブに適用され得る。さ
らにかかる組成物は、（例えば）シェービングの際に摩擦を低減させ、当該技術で知られ
ている例えばＨＳ８００シェービングコンディショナーなどの知られた組成物と比べて非
常に少ない容量を有するものである。
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【００１５】
　さらなる側面で、本発明は、前記定められる組成物を含む容器容量を含む容器及び場合
により前記容器容量から前記組成物を分注するように構成されるディスペンサーを提供す
る。かかる容器は、例えば貯蔵容器として前記組成物を収容するために使用される。しか
しかかる容器はまた、シェービング装置に付け得る容器（ｖｅｓｓｅｌ）として使用され
得る。前記ディスペンサーは、前記組成物を、ユーザーに又はブレードなどの皮膚に接触
するように構成される接触部に分注することができる。一般に、前記ディスペンサーは、
シェービングの際にブレード（又は、皮膚に接触するように構成される他の接触部分）に
前記組成物を与えるように構成され得る。かかる容器は、人毛シェービング装置に脱着可
能に配置され得る。
【００１６】
　従って、さらなる側面において、本発明は人毛シェービング装置特にかかる容器を含む
ブレードシェービング装置を提供するものであり、前記装置及び前記容器のディスペンサ
ーが、人毛シェービング装置を使用する際にユーザーの皮膚に前記組成物を与えるように
構成される。特に人毛シェービング装置は、電気ブレードシェービング装置などの電気人
シェービング装置であり得る。用語「人毛シェービング装置」とは、人の毛を人からシェ
ーブするように構成される装置を意味する。用語「ユーザーの皮膚に前記組成物を与える
」とは、前記組成物が皮膚に直接（シェービング装置を使用する際）及び／又は間接的に
与えられことを意味する。前記組成物を皮膚に間接的に適用することは、例えば前記組成
物がシェービング装置のブレードに与えられ、かつ前記ブレードが前記組成物を皮膚に与
える場合に生じ得る。
【００１７】
　本発明の人毛シェービング装置は、前記容器容量が前記組成物を含む、これらの実施態
様には限定されない。従ってさらなる実施態様では、本発明はまた、人毛シェービング装
置、特にブレードシェービング装置を提供するものであり、容器容量を含む容器を含み、
前記容器容量が本発明による組成物を含むように構成され、かつ前記装置及び前記容器の
ディスペンサーは、人毛シェービング装置でシェービングする際にユーザーの皮膚に前記
組成物を与えるように構成される。
【００１８】
　ここで定められる組成物は、（ブレード）シェービングローションとして、特に摩擦低
減（ブレード）シェービングローションとして使用され得るものであるが、しかしまたコ
ンドーム潤滑剤としても使用され得る。
【００１９】
　前記組成物はまた、皮膚に適用されるローションとしてスキンケア装置で使用され得る
ものであり、マッサージ装置では前記ローションは皮膚と前記マッサージ装置の間に適用
され、また皮膚角質除去装置で使用され得るものであり、前記ローションは皮膚に適用さ
れ、また皮膚加温装置で使用されるものであり、前記ローションは皮膚と前記皮膚加温装
置の間に適用される。
【００２０】
　具体的な実施態様では、前記ローションはまた、（ウオーム）インチメイトマッサージ
装置（ｉｎｔｉｍａｔｅ　ｍａｓｓａｇｅｒ）で使用されルものであり、前記ローション
は前記インチメイトマッサージ装置と皮膚の間に適用され、又は前記マッサージ装置と肛
門や膣などの（人の）身体の穴の組織の間に適用される。
【００２１】
　さらに具体的な実施態様が以下記載される。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　前記のように好ましい実施態様では、本発明は、１以上の低分子量ポリアルキレングリ
コール（ＬＭＷ－ＰＥＧ）及び１以上の高分子量ポリアルキレングリコール（ＨＭＷ－Ｐ
ＥＧ）を含み、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧが好ましくは分子量範囲２００から５００ド
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ルトン（特にＰＥＧ２００からＰＥＧ４００）を持ち、かつ１以上のＨＭＷ－ＰＥＧが、
ＰＥＧ８０００より大きい群から選択される１以上のＰＥＧ、特に１以上のＨＭＷ－ＰＥ
Ｇが好ましくは分子量範囲８０００から４５０００ドルトンを持つ。
【００２３】
　ポリアルキレングリコール（ＰＥＧ）はまた、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）又はポ
リオキシエチレン（ＰＯＥ）として知られている。ＰＥＧ、ＰＥＯ又はＰＯＥは、エチレ
ンオキシドのオリゴマー又はポリマーを意味する。ここで、略語ＰＥＧが用いられ、先行
詞「ＬＭＷ」及び「ＨＭＷ」はここでは、前記分子量（ＭＷ）の範囲を意味する。「ＰＥ
Ｇ」の後の数字は、ドルトン（当技術分野で知られる）での分子量を示す。ＰＥＧはその
分子量に依存して液体又は低融点固体である得る。ＰＥＧはエチレンオキシドの重合によ
り調製されることができ、また、例えば約２００ドルトンから１０００００００ドルトン
の分子量の広い範囲で市場で利用可能である。
【００２４】
　ここでＰＥＧは１つの実施態様では分岐されていてもよい。
【００２５】
　１つの実施態様では、ＨＭＷ－ＰＥＧは、場合により異なる分子量の組成物を含み、液
体ＰＥＧ（低分子量）溶液内に導入され得る。後者はここではまた、ＬＭＷ－ＰＥＧとし
て示される。ＨＭＷ－ＰＥＧは、（微細）粉末として適用され、ＬＭＷ－ＰＥＧと混合さ
れる。この方法で、分散物又はゲルが提供される。かかる組成物は、ディスペンサーを介
してシェーバーのブレード（又は他の接触部分）に与えられるか、又は他の応用で使用さ
れ得る。
【００２６】
　前記組成物は場合によりさらに、１以上の水；１以上のビタミン；１以上の芳香剤；１
以上の着香剤；及び１以上の噴射剤を含み得る。
【００２７】
　前記組成物は（また）場合によりさらに１以上の：増粘剤；金属封鎖剤；ビタミン（例
えばレチノール）；ビタミン誘導体（例えばトコフェニールアセテート、ナイアシンアミ
ド、パンテノール）；日焼け防止剤；にきび防止剤／萎縮防止剤（例えばＮ－アセチル誘
導体、チオール、ヒドロキシル酸、フェノール）；酸化防止剤（例えば、アスコルビン酸
誘導体、トコフェロール）；スキンスムージング剤／スキンヒーリング剤（例えばパンテ
ノン酸誘導体、アロエベラ、アラントイン）；皮膚美白剤（例えばコジン酸、アルブチン
、アスコルビン酸誘導体）；日焼け剤（例えば、ジヒドロキシアセトン）；ポリマー相構
造化剤（例えば天然由来ポリマー、合成ポリマー、架橋ポリマー、ブロックコポリマー、
コポリマー、親水性ポリマー、非イオン性ポリマー、アニオン性ポリマー、疎水性ポリマ
ー、疎水性変成ポリマー、関連ポリマー及びオリゴマー）；にきび防止医薬；エッセンシ
ャルオイル；センセート；顔料；色素；真珠光沢剤；及び粒子（例えば、タルク、かおり
ん、マイカ、スメクタイトクレー、セルロース粉末、ポリシロキサン、シリカ、カーボナ
ート、チタン酸化物、ポリエチレンビーズ）、が含まれ得る。場合により含まれる他の成
分は、化粧用品での使用として承認された最も通常の成分であり、「ＣＴＦＡ　Ｃｏｓｍ
ｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ，Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，
Ｔｈｅ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ，Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ，ａｎｄ　Ｆｒａｇｒａｎｃｅ　Ａｓ
ｓｏｃｉａｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．１９８８，１９９２」に記載されている。前記組成物は特
に皮膚寛容性である。
【００２８】
　特に好ましい結果が、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧと前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧとの
重量比が、２：１から８：１、特に３：１から５：１の範囲の場合に得られた。さらに、
前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧが分子量の範囲が２００から４００ドルトン、特にＰＥＧ２
００からＰＥＧ３５０、ＰＥＧ２５０からＰＥＧ３００などであり、及び／又は前記１以
上にＨＭＷ－ＰＥＧが分子量の範囲が３００００以上の範囲であり、特に分子量の範囲が
３００００から４００００ドルトンである場合に、良好な結果が得られ得る。さらに、前
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記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧと前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧとの重量比が、３：１から５：
１の場合であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧが分子量の範囲が２００から４００ドルト
ン、及び前記１以上にＨＭＷ－ＰＥＧが分子量の範囲が３００００以上の範囲であり、特
に分子量の範囲が３００００から４００００ドルトンである組成物の場合にさらに良好な
結果が得られ得る。
【００２９】
　さらなる側面では、本発明は容器を提供し、前記容器は（１）本発明による組成物を含
む容器容量と、（２）前記容器容量から前記組成物を分注するように構成されるディスペ
ンサーを含む。前記ディスペンサーは、例えば前記組成物をユーザーの皮膚上に、コンド
ーム内又は上に、例えばその製造の際に、及び（ブレードシェービング装置のブレードな
どの）シェービング装置のブレード（又は他の接触部分）に分注するために使用され得る
。
【００３０】
　前記シェービング装置は、電気シェービング装置又は非電気シェービング装置であり得
る。さらに、前記シェービング装置は男性のために設計されたシェービング装置、又は女
性のためのシェービング装置（レディーシェーバー）であり得る。これは、顎髭及び／又
は髭を剃るため、又は腕、脚又はビキニラインを剃るために使用するように設計された装
置であり得る。前記シェービング装置はシャワーを使用している際に使用されるように設
計され得る。前記シェービング装置は、人の皮膚の毛をカット及び／又は除去するように
特に設計される。
【００３１】
　好ましい実施態様（上記参照）では、前記１つのＬＭＷ－ＰＥＧと前記ＨＭＷ－ＰＥＧ
の（組成物の）重量比（前記容器内、又はより正確には前記容器容量内の）が、２：１か
ら８：１、特に３：１から５：１の範囲である。特に少なくとも１つのＬＭＷ－ＰＥＧは
、２００から４００ドルトンの範囲、例えばＰＥＧ２００からＰＥＧ３５０、ＰＥＧ２０
０からＰＥＧ３００などである。さらに、特に前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧは、分子量範
囲が３００００から４００００ドルトンを持つ。好ましい実施態様では、前記１つのＬＭ
Ｗ－ＰＥＧと前記ＨＭＷ－ＰＥＧの重量比（前記容器内、又はより正確には前記容器容量
内の）が、３：１から５：１の範囲であり、少なくとも１つのＬＭＷ－ＰＥＧは、２００
から４００ドルトンの範囲であり、特にＰＥＧ２００からＰＥＧ３５０、ＰＥＧ２００か
らＰＥＧ３００などであり、特に前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧは、分子量範囲が３０００
０から４００００ドルトンを持つ。
【００３２】
　さらなる側面では、本発明は、人毛シェービング装置を提供し、上で定めた容器を含み
、前記装置及び前記容器にディスペンサーが、前記人シェービング装置を用いてシェービ
ングする際にユーザーの皮膚へ前記組成物を与えるように構成される。具体的な実施態様
では、前記人シェービング装置が電気人毛シェービング装置であり、特に電気ブレードシ
ェービング装置である。前記ディスペンサーは手動で制御されるディスペンサーであり得
るがまた、制御装置で制御されるディスペンサーであり得る。例えば、シェービングの際
に、前記ディスペンサーは単位時間ごとに制御された量の組成物が与えられ得る。又は、
ブレード上に前記組成物の存在を検知し、制御するセンサが適用され、前記組成物の投与
量が前記ブレードのディスペンサーにより制御され、その制御において前記組成物投与が
前記接触部分で制御され得る。用語「組成物の投与量が制御され得る」とは、前記ディス
ペンサーにより与えられる組成物の量（投与量）が制御されることを示す。組成物の量が
あまりに少ないことが検知される場合には、投与量が（一時的に）増量され、組成物の量
があまりに多いことが検知される場合には、投与量が（一時的に）低減され得る。
【００３３】
　本発明の組成物は異なる応用で使用され得る。具体的実施態様で、前記組成物は、シェ
ービングローション、特に摩擦低減シェービングローションとして使用され得る。他の実
施態様では、前記組成物はコンドーム潤滑剤として使用され得る。他の実施態様では、前
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【００３４】
　実施例
　いくつかのＰＥＧ添加剤の組み合わせ（「組成物」）を皮膚への摩擦特性を調べるため
に試験した。摩擦は、Ｃｏｕｒａｇｅ　ａｎｄ　Ｋｈａｚａｋａ　（例えば、ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｃｏｕｒａｇｅ－ｋｈａｚａｋａ．ｄｅ／，及び特にｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ
．ｃｏｕｒａｇｅ－ｋｈａｚａｋａ．ｄｅ／ｄｏｗｎｌｏａｄ／ｐｄｆ／ｓｔｕｄｉｅｓ
＿ｆｒｉｃｔｉｏｍｅｔｅｒ．ｐｄｆの中でも「ｔｈｅ　ｓｔａｔｅ　ａｎｄ　ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｕｍａｎ　ｓｋｉｎ　ｃａｎ　ｂｅ　ｑｕａｎｔｉｆｉｅｄ　ｂｙ　
ｎｕｍｅｒｏｕｓ　ｎｏｎ－ｉｎｖａｓｉｖｅ　ｔｅｓｔ　ｍｅｔｈｏｄｓ」を参照）か
らの入手した回転摩擦計を用いて測定した。しかしながら、皮膚表面の触覚特性を測定し
、従って一方で皮膚の状態を定量化し、他方で触覚への影響のマイナス及びプラス効果を
決める、有効な方法はいまだに存在しない。測定装置（摩擦計）は、センサ、回転ユニッ
ト及びモニターを含む。皮膚表面のトルク、即ち回転摩擦が、モーター負荷を介して測定
され、電圧降下として示される。Ｆｒｉｃｔｉｏｍｅｔｅｒ（Ｒ）ＦＲ７７０（ＳＯＦＷ
　Ｊｏｕｒｎａｌ　Ａｐｒｉｌ　２００５の「Ｐｒｏｄｕｃｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｏｎｔ
ｈ，Ｆｒｉｃｔｉｏｍｅｔｅｒ（Ｒ）ＦＲ７７０」）がＣＫ　Ｍｕｌｔｉｐｒｏｂｅ　Ａ
ｄａｐｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　ＭＰＡに組み込まれ、人の皮膚への他の非侵襲性試験方法
に適用する。皮膚の滑らかさの測定には、Ｈ．Ｔｒｏｎｎｉｅｒ，Ｍ．　Ｗｉｅｂｕｓｃ
ｈ，Ｕ．Ｈｅｉｎｒｉｃｈのポスターセッション「Ｆｒｉｃｔｉｏｍｅｔｒｙ　ｏｎ　ｈ
ｕｍａｎ　ｓｋｉｎ」（ＤｅｒｍａＤａｙｓ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｔ　Ｗｉｔｔｅｎ－
Ｈｅｒｄｅｃｋｅ，　Ａｐｒｉｌ　２００５）を参照する。
【００３５】
　２７の異なる溶液を作成した（以下参照）。サンプル番号１１、１２、２１、２０は特
に良好でクリーミーであった。
【００３６】
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【表１】

　サンプルが試験され、１９までのサンプルは、実質的に固体組成物が得られほとんどポ
ンプ可能ではなかった。これらから、ＰＥＧは、なお流動可能な組成物を与えるために好
ましく組合せられることが結論され得る。好ましくは、室温での粘度は、訳２から５．１
０４ｍＰａ．ｓ、さらに好ましくは２から５．１０３ｍＰａ．ｓの範囲であり、例えば４
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から１０００ｍＰａ．ｓ、特に５から５００ｍＰａ．ｓ（シアー速度が約１から１００ｓ
－１、例えば２０ｓ－１である）の範囲である。
【００３７】
　摩擦測定のプロトコルが以下のとおりである：測定は腕の同じ位置で行われた。約０．
１ｍｌの水が測定位置に添加され、０．１ｍｌの添加剤をさらに加えた。その後シェービ
ングプローブが皮膚に垂直に適用される。
【００３８】
　異なるタイプの添加剤（即ち組成物）がさらに試験された：
１　　　　　ＰＥＧ　２００　（ｌｉｑｕｉｄ）
２　　２ｇ　ＰＥＧ　６，０００　＋　１８ｇ　ＰＥＧ　２００
３　　４ｇ　ＰＥＧ　６，０００　＋　１６ｇ　ＰＥＧ　２００
４　　２ｇ　ＰＥＧ　３５，０００　＋　１８ｇ　ＰＥＧ　２００
５　　２ｇ　ＰＥＧ　３５，０００　＋　２ｇ　ＰＥＧ　６，０００　＋　１６ｇ　ＰＥ
Ｇ　２００
６　　４ｇ　ＰＥＧ　３５，０００　＋　１６ｇ　ＰＥＧ　２００
　これらから次のことが分る。これらの組成物の摩擦は、市販のＨＳ８００（５％未満の
ＰＥＧ４５Ｍ，　Ｃ　１３－１６　イソパラフィン、ナトリウムアクリレート、Ｃ１０－
３０アルキルアクリレート架橋ポリマー）と同程度である。さらに、ＰＥＧ溶液により高
分子量ＰＥＧを添加することは、摩擦プローブによる摩擦測定の値を低下させる。ＰＥＧ
の分子量が高いほど摩擦はより低下される。より高分子量のＰＥＧを添加することで達成
できる最大の摩擦低下は、ほとんど４０％である。
【００３９】
　さらに、本発明のよる組成物の容量も、ＨＳ８００などの市販の組成物に比較してずっ
と少ない量である。ＨＳ８００と比較して、実質的に同じ摩擦を得るために、１０から２
０倍少ない液体組成物容量が必要となる。従って本発明による組成物は、人毛シェービン
グ装置の容器内で有利に使用され得る。
【００４０】
　かかる容器はシェービング装置に脱着可能に取り付けられ得る。このようにして、前記
容器は再充填されるか、又は使用後に充填済み容器と交換され得る。
【００４１】
　用語「実質的」とは当業者に理解されるものである。実施態様では用語「実質的」は削
除し得る。さらに場合により、「実質的」にはまた、「完全な」、「全体の」、「全ての
」などの実施態様が含まれる。また場合により、「実質的」には、９０％以上、例えば９
５％以上、特に９９％以上、さらに特には９９．５％以上又はそれを超える１００％を含
む。「含む、持つ」はまた、用語「含む」が「からなる」を意味する実施態様を含む。同
様に用語「約」は場合により、１０％以下または５％以下、又は１％以下、又は０．５％
以下又は０．１％以下のばらつきを含み、また実施態様によっては全くばらつきを含まな
い。当業者には明らかなように、数値の小さいばらつきは、一般的に場合により一般的に
許容され得る。従って、前記「約」についての定義での値を除いて、数値は、場合により
、与えられた値から、１０％以下、又は５％以下、又は１％以下又は０．５％以下、又は
０．１％以下でばらつき得る。このことを強調するために、場合により「約」を数値の前
に使用される。
【００４２】
　留意すべきことは、前記説明された実施態様は例示するものであり、なんらを限定する
ものではないということであり、当業者は添付の特許請求の範囲から離れることなく多く
の変更実施態様を想到することができる、ということである。特許請求の範囲では、括弧
内で与えられる参照符号は、特許請求の範囲を限定するように解釈されるべきではない。
動詞「含む」およびその関連語は特許請求の範囲で記載されたその他の要素又はステップ
を除外するものではない。ある要素の前の用語「一つの」は、かかる要素が複数であるこ
とを除外するものではない。いくつかの手段が列記される装置に関する請求項において、
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これらの手段は、ハードウェアの１つかつ同じ物により実施され得る。特定に手段が相互
に異なる従属請求項に記載されているというだけの事実は、これらの手段の組み合わせが
有効に使用されない、ということを意味するものではない。
【手続補正書】
【提出日】平成24年6月19日(2012.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上の低分子量ポリアルキレングリコール（ＬＭＷ－ＰＥＧ）と１以上の高分子量ポ
リアルキレングリコール（ＨＭＷ－ＰＥＧ）を含む組成物であり、前記１以上のＬＭＷ－
ＰＥＧが分子量範囲２００から５００ドルトン、及び前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧが分子
量範囲８０００から４５０００ドルトンである、組成物を含むシェービングローション。
【請求項２】
　請求項１に記載の組成物であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧと前記１以上のＨＭＷ－
ＰＥＧとの重量比が、２：１から８：１の範囲である、組成物。
【請求項３】
　請求項１又は２のいずれか１項に記載の組成物であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧが
分子量範囲２００から４００ドルトンである、組成物。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の組成物であり、前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧが
分子量範囲３００００から４００００ドルトンである、組成物。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の組成物であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧと
前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧとの重量比が、３：１から５：１の範囲であり、前記１以上
のＬＭＷ－ＰＥＧが分子量範囲２００から４００ドルトンであり、前記１以上のＨＭＷ－
ＰＥＧが分子量範囲３００００から４００００ドルトンである、組成物。
【請求項６】
　容器であり、前記容器が：
　　請求項１に記載の組成物を含む容器容量、及び前記容器容量から前記組成物を分注す
るように構成されるディスペンサーを含む、容器。
【請求項７】
　請求項６に記載の容器であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧと前記１以上のＨＭＷ－Ｐ
ＥＧとの重量比が、２：１から８：１の範囲である、容器。
【請求項８】
　請求項６又は７のいずれか１項に記載の容器であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧが分
子量範囲２００から４００ドルトンである、容器。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか１項に記載の容器であり、前記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧの分
子量範囲が、３００００から４００００ドルトンである、容器。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれか１項に記載の容器であり、前記１以上のＬＭＷ－ＰＥＧと前
記１以上のＨＭＷ－ＰＥＧとの重量比が、３：１から５：１の範囲であり、前記１以上の
ＬＭＷ－ＰＥＧが分子量範囲２００から４００ドルトンであり、前記１以上のＨＭＷ－Ｐ
ＥＧが分子量範囲３００００から４００００ドルトンである、容器。
【請求項１１】
　人毛シェービング装置であり、前記装置は：請求項６乃至１０のいずれか１項に記載の
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容器を含み、前記装置と前記容器の前記ディスペンサーが、請求項１乃至５のいずれか１
項に記載の組成物を、前記人シェービング装置を用いてシェービングする際にユーザーの
皮膚に与えるように構成される、人毛シェービング装置。
【請求項１２】
　人毛シェービング装置であり、前記人毛シェービング装置が電気シェービング装置であ
る、人毛シェービング装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の組成物のシェービングローションとしての使用
。
【請求項１４】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の組成物の摩擦低減シェービングローションとし
ての使用。
【請求項１５】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の組成物の、コンドーム潤滑剤としての使用。



(13) JP 2013-514424 A 2013.4.25

10

20

30

40

【国際調査報告】



(14) JP 2013-514424 A 2013.4.25

10

20

30

40



(15) JP 2013-514424 A 2013.4.25

10

20

30

40



(16) JP 2013-514424 A 2013.4.25

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,
ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ハーヴェイ，セヴェリン　リュック　ラムセス
            オランダ国，５６５６　アーエー　アインドーフェン，ハイ・テク・キャンパス・ビルディング　
            ４４
(72)発明者  レリーフェルト，マルク　ヨーハネス
            オランダ国，５６５６　アーエー　アインドーフェン，ハイ・テク・キャンパス・ビルディング　
            ４４
(72)発明者  ザイデルファールト，ヤスペル
            オランダ国，５６５６　アーエー　アインドーフェン，ハイ・テク・キャンパス・ビルディング　
            ４４
Ｆターム(参考) 4C083 AD041 AD042 CC04  CC21  DD23  EE06  EE07 
　　　　 　　  4J002 CH021 CH022 DE027 ED066 GB00  GG01  HA01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	written-amendment
	search-report
	overflow

